
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フォトリフラクティブ材料からなる体積ホログラフィックメモリであって、
　位置決め用画像に応じて変調された可干渉性信号光ビームと可干渉性参照光ビームとの
３次元的な光干渉パターンに対応する不揮発化した 屈折率格子を有
　

ことを特徴とする体積ホログラフィックメモリ。
【請求項２】
　
　

　

　
ことを特徴とする体積ホログラフィックメモリ。
【請求項３】
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複数の し、
前記位置決め用画像は単位画素パターンが点対称に配置されている離散像又は連続像か

らなる、

フォトリフラクティブ材料からなる体積ホログラフィックメモリであって、
位置決め用画像に応じて変調された可干渉性信号光ビームと可干渉性参照光ビームとの

３次元的な光干渉パターンに対応する不揮発化した複数の屈折率格子を有し、
前記屈折率格子は前記位置決め用画像が所定ページおきの飛び飛びのページ毎に配置さ

れるように形成されており、
前記屈折率格子はそれぞれ前記位置決め用画像に対応するデータのみを担持している、

フォトリフラクティブ材料からなる記録媒体を含む体積ホログラフィックメモリであっ
て、

位置決め用画像に応じて変調された可干渉性信号光ビームと可干渉性参照光ビームとの
３次元的な光干渉パターンに対応する不揮発化した複数の屈折率格子を有し、



　

ことを特徴とする体積ホログラフィックメモリ。
【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

　

　

　

　

　

【請求項８】
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前記屈折率格子は、前記記録媒体の定着領域に集中して配置されており、かつ前記定着
領域において前記位置決め用画像が所定ページおきの飛び飛びのページ毎に配置されるよ
うに形成されている、

前記屈折率格子はそれぞれの前記位置決め用画像において単位画素パターンの位置が異
なるように形成されている、ことを特徴とする請求項２記載の体積ホログラフィックメモ
リ。

その光学結晶軸をその回転対称軸に平行に備えた一軸結晶の回転体からなることを特徴
とする請求項１乃至４のいずれか１に記載の体積ホログラフィックメモリ。

その光学結晶軸をその１平面に平行に備えた一軸結晶のフォトリフラクティブ結晶体の
直方体からなることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１に記載の体積ホログラフィ
ックメモリ。

フォトリフラクティブ材料からなる体積ホログラフィックメモリを装着自在に支持する
支持手段と、

第１波長の可干渉性参照光ビームを前記体積ホログラフィックメモリに入射する参照光
手段と、

画像データに応じて変調された第１波長の可干渉性信号光ビームを前記体積ホログラフ
ィックメモリに入射しその内部にて前記参照光ビームと交差せしめかつ前記参照光との３
次元的な光干渉パターンを生成する信号光手段と、

前記参照光ビームの照射による前記体積ホログラフィックメモリの光干渉パターンの屈
折率格子からの回折光を検出する検出手段と、を有する体積ホログラフィックメモリ光情
報記録再生装置であって、

前記体積ホログラフィックメモリは請求項１又は２に記載の体積ホログラフィックメモ
リであり、

前記検出手段からの位置決め用画像に対応する信号に応じて、前記体積ホログラフィッ
クメモリを支持する前記支持手段の位置を移動せしめる媒体位置調整手段を備えたことを
特徴とする体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置。

フォトリフラクティブ材料からなる体積ホログラフィックメモリを装着自在に支持する
支持手段と、

第１波長の可干渉性参照光ビームを前記体積ホログラフィックメモリに入射する参照光
手段と、

画像データに応じて変調された第１波長の可干渉性信号光ビームを前記体積ホログラフ
ィックメモリに入射しその内部にて前記参照光ビームと交差せしめかつ前記参照光との３
次元的な光干渉パターンを生成する信号光手段と、

前記参照光ビームの照射による前記体積ホログラフィックメモリの光干渉パターンの屈
折率格子からの回折光を検出する検出手段と、を有する体積ホログラフィックメモリ光情
報記録再生装置であって、

前記体積ホログラフィックメモリは請求項３に記載の体積ホログラフィックメモリであ
り、

前記検出手段からの位置決め用画像に対応する信号に応じて、前記体積ホログラフィッ
クメモリを支持する前記支持手段の位置を移動せしめる媒体位置調整手段と、

前記定着領域へのみ第１波長の可干渉性参照光ビームを入射する位置決め用参照光手段
と、

前記位置決め用参照光ビームの照射による前記定着領域の光干渉パターンの屈折率格子
からの回折光を検出する位置決め用検出手段と、を備えていることを特徴とする体積ホロ
グラフィックメモリ光情報記録再生装置。



【請求項９】
　前記媒体位置調整手段は、前記体積ホログラフィックメモリを、前記信号光手段の前記
信号光ビームの光路の光軸方向並びにメリジオナル及びサジタル平面にそれぞれ含まれる
当該光路の光軸に垂直な２つの方向に平行移動せしめるとともに、当該光路の光軸周り及
び前記２つの方向の周りに回転移動せしめる機構を備えたことを特徴とする請求項

記載の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置。
【請求項１０】
　前記検出手段からの位置決め用画像に対応する信号に応じて前記検出手段の位置を移動
せしめる検出位置調整手段を、さらに備えたことを特徴とする請求項 記載の体
積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置。
【請求項１１】
　前記検出位置調整手段は、前記検出手段の受光面を、前記信号光手段の前記信号光ビー
ムの光路の光軸方向並びにメリジオナル及びサジタル平面にそれぞれ含まれる当該光路の
光軸に垂直な２つの方向に平行移動せしめるとともに、当該光路の光軸周り及び前記２つ
の方向の周りに回転移動せしめる機構を備えたことを特徴とする請求項１０記載の体積ホ
ログラフィックメモリ光情報記録再生装置。
【請求項１２】
　第１波長の収束球面波からなる可干渉性参照光ビームを前記体積ホログラフィックメモ
リに入射する球面波参照光手段を、さらに備えたことを特徴とする請求項 記載
の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置。
【請求項１３】
　前記球面波参照光手段は、前記体積ホログラフィックメモリを中心に前記第１波長の収
束球面波からなる可干渉性参照光ビームを回転移動せしめる機構を備えたことを特徴とす
る請求項１２記載の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置。
【請求項１４】
　

【請求項１５】
　

【請求項１６】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、体積ホログラフィックメモリ及び体積ホログラフィックメモリを利用する光情
報記録再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ホログラフィーの原理を応用したディジタル記録システムとして、ホログラフィッ
クメモリシステムが知られている。ホログラフィックメモリシステムは、例えば、ニオブ
酸リチウムＬｉＮｂＯ 3などのフォトリフラクティブ結晶体のメモリ媒体にディジタルデ
ータを記録、再生するものである。フォトリフラクティブ効果は、光励起によって生じた
電荷が結晶内を移動することによって空間電界分布を形成し、これが一次の電気光学効果
すなわちポッケルス効果と結び付いて結晶の屈折率を変化させる現象である。フォトリフ
ラクティブ効果を有する強誘電体結晶などにおいては、通常 1ｍｍあたり１０００ライン
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７又は
８に

７又は８に

７又は８に

前記体積ホログラフィックメモリの感光性を増加せしめ前記光干渉パターンの存在又は
非存在に応じて屈折率格子を活性化又は非活性化する第２波長のゲート光ビームを前記体
積ホログラフィックメモリに入射するゲート光手段を備えたことを特徴とする請求項７乃
至１３のいずれか１に記載の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置。

前記ゲート光手段は、スーパールミネッセントダイオードを有することを特徴とする請
求項１４記載の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置。

前記ゲート光手段はゲート光ビームを前記信号光ビーム及び参照光ビームの交差する領
域に限定して照射する手段を備えたことを特徴とする請求項１５記載の体積ホログラフィ
ックメモリ光情報記録再生装置。



以上の細かい光入力パターンに対しても屈折率変化が応答し、またその効果は材料にもよ
るがマイクロ秒～秒オーダーの応答速度でリアルタイムに生じることから、現像不要な実
時間ホログラム媒体として種々の応用が研究されている。ホログラフィックメモリシステ
ムにおいては、２次元の平面ページ単位でデータを記録、再生することができ、且つ複数
のページを利用して多重記録が可能である。体積ホログラフィックメモリは、このメモリ
媒体を直方体などの３次元形状として３次元記録を可能としたものである。フーリエ変換
ホログラムの１種類である体積ホログラフィックメモリでは、２次元の画像ページ単位と
して体積ホログラフィックメモリの３次元的な空間内に分散されて記録される。以下に、
体積ホログラフィックメモリシステムの概要を図１を参照して説明する。
【０００３】
図１において、エンコーダ２５は、体積ホログラフィックメモリ１に記録すべきデジタル
データを平面上に明暗のドットパターン画像として変換し、例えば縦４８０ビット×横６
４０ビットのデータ配列に並べ替えて単位ページ系列データを生成する。このデータを例
えば透過型のＴＦＴ液晶表示装置（ Thin Film Transistor Liquid Crystal Display）（
以下、ＬＣＤともいう）のパネルなどの空間光変換器（ＳＬＭ： Spatial Light Modulato
r）１２に送出する。
【０００４】
空間光変換器１２は、単位ページに対応する縦４８０ピクセル×横６４０ピクセルの変調
処理単位を有し、照射されたシグナルビームをエンコーダ２５からの単位ページ系列デー
タに応じて空間的な光のオンオフ信号に光変調し、変調されたシグナルビームすなわち信
号光をレンズ１３へ導く。より詳しくは、空間光変換器１２は電気信号である単位ページ
系列データの論理値“１”に応答してシグナルビームを通過させ、論理値“０”に応答し
てシグナルビームを遮断することにより、単位ページデータにおける各ビット内容に従っ
た電気－光学変換が達成され、単位ページ系列の信号光としての変調されたシグナルビー
ムが生成される。
【０００５】
信号光は、レンズ１３を介して体積ホログラフィックメモリ１に入射する。体積ホログラ
フィックメモリ１には、信号光の他に、信号光のビームの光軸に直交する所定の基準線か
ら角度β（以下、「入射角β」と呼ぶ。）をもって参照光が入射する。
信号光と参照光とは、体積ホログラフィックメモリ１内で干渉し、この干渉縞が体積ホロ
グラフィックメモリ１内に屈折率格子として記憶されることにより、データの記録が行わ
れる。また、入射角βを変えて参照光を入射させて複数の２次元平面データを角度多重記
録することにより、３次元データ記録が可能となる。
【０００６】
記録されたデータを体積ホログラフィックメモリ１から再生する場合には、信号光ビーム
及び参照光ビームの交差する領域の中心に向け記録時と同じ入射角βで参照光のみを体積
ホログラフィックメモリ１に入射させる。即ち、記録時とは異なり、信号光は入射させな
い。これにより、体積ホログラフィックメモリ１内に記録されている干渉縞からの回折光
がレンズ２１を通して光検出器のＣＣＤ（ Charge Coupled Device）２２へ導かれる。Ｃ
ＣＤ２２は、入射光の明暗を電気信号の強弱に変換し、入射光の輝度に応じたレベルを有
するアナログ電気信号をデコーダ２６へ出力する。デコーダ２６は、このアナログ信号を
所定の振幅値（スライスレベル）と比較し、対応する“１”及び“０”のデータを再生す
る。
【０００７】
体積ホログラフィックメモリでは、上記のように２次元の平面データ系列で記録を行うの
で、参照光の入射角βを変えることにより角度多重記録を行うことができる。即ち、参照
光の入射角βを変化させることにより記録単位である２次元平面を体積ホログラフィック
メモリ内に複数規定することができ、その結果、３次元での記録が可能となる。角度多重
記録の例は、特開平２－１４２９７９号、特開平１０－９７１７４号に記載されている。
【０００８】
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【発明が解決しようとする課題】
取り外し可能な大容量記録媒体として体積ホログラフィックメモリを取り扱う場合、光情
報記録再生装置への装着位置がＣＣＤ受光素子と再生画像との位置関係に影響する。その
ため、体積ホログラフィックメモリ装着位置がＣＣＤ再生信号の品質に大きく関わってく
る。このため、従来は記録する画像の一部を位置調整用に充てるなどして対応していたが
、新規に体積ホログラフィックメモリを取りつけた時に体積ホログラフィックメモリによ
り発生する空間光変調器からＣＣＤ撮像素子までの間の光学歪や信号像のずれ等を所定の
規定値内に収めておかなければならなかった。
【０００９】
また、或る光情報記録再生装置で記録した体積ホログラフィックメモリを他の光情報記録
再生装置で再生したとき、記録時と再生時での体積ホログラフィックメモリからＣＣＤ撮
像素子までの間の位置のばらつき等により再生画像が大きくずれるので、それに合わせて
ＣＣＤまたは体積ホログラフィックメモリをかなり調整してやる必要があり、互換性に問
題があるという欠点があった。
【００１０】
そこで本発明の目的は、高密度で干渉パターンを記録可能でかつ互換性ある体積ホログラ
フィックメモリ光情報記録再生装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の体積ホログラフィックメモリは、フォトリフラクティブ材料からなる体積ホロ
グラフィックメモリであって、位置決め用画像に応じて変調された可干渉性信号光ビーム
と可干渉性参照光ビームとの３次元的な光干渉パターンに対応する不揮発化した 屈
折率格子を有

ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の体積ホログラフィックメモ

ことを特徴とする。
　本発明の体積ホログラフィックメモ

ことを特徴とする。
　本発明の体積ホログラフィックメモリにおいては、

ことを特
徴とする。
【００１３】
　 発明の体積ホログラフィックメモリにおいては、その光学結晶軸をその回転対称軸に
平行に備えた一軸結晶の回転体からなることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の体積ホログラフィックメモリにおいては、その光学結晶軸をその１平面に平行
に備えた一軸結晶のフォトリフラクティブ結晶体の直方体からなることを特徴とする。
　本発明の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置は、フォトリフラクティブ材
料からなる体積ホログラフィックメモリを装着自在に支持する支持手段と、
　第１波長の可干渉性参照光ビームを前記体積ホログラフィックメモリに入射する参照光
手段と、
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複数の
し、前記位置決め用画像は単位画素パターンが点対称に配置されている離散

像又は連続像からなる、

リは、フォトリフラクティブ材料からなる体積ホロ
グラフィックメモリであって、位置決め用画像に応じて変調された可干渉性信号光ビーム
と可干渉性参照光ビームとの３次元的な光干渉パターンに対応する不揮発化した複数の屈
折率格子を有し、前記屈折率格子は前記位置決め用画像が所定ページおきの飛び飛びのペ
ージ毎に配置されるように形成されており、前記屈折率格子はそれぞれ前記位置決め用画
像に対応するデータのみを担持している、

リは、フォトリフラクティブ材料からなる記録媒体
を含む体積ホログラフィックメモリであって、位置決め用画像に応じて変調された可干渉
性信号光ビームと可干渉性参照光ビームとの３次元的な光干渉パターンに対応する不揮発
化した複数の屈折率格子を有し、前記屈折率格子は、前記記録媒体の定着領域に集中して
配置されており、かつ前記定着領域において前記位置決め用画像が所定ページおきの飛び
飛びのページ毎に配置されるように形成されている、

前記屈折率格子はそれぞれの前記位
置決め用画像において単位画素パターンの位置が異なるように形成されている、

本



　画像データに応じて変調された第１波長の可干渉性信号光ビームを前記体積ホログラフ
ィックメモリに入射しその内部にて前記参照光ビームと交差せしめかつ前記参照光との３
次元的な光干渉パターンを生成する信号光手段と、
　前記参照光ビームの照射による前記体積ホログラフィックメモリの光干渉パターンの屈
折率格子からの回折光を検出する検出手段と、を有する体積ホログラフィックメモリ光情
報記録再生装置であって、
　前記体積ホログラフィックメモリは

　前記検出手段からの位置決め用画像に対応する信号に応じて、前記体積ホログラフィッ
クメモリを支持する前記支持手段の位置を移動せしめる媒体位置調整手段を備えたことを
特徴とする。
　

　

　

　

　

　

　

　

【００１５】
本発明の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置においては、前記媒体位置調整
手段は、前記体積ホログラフィックメモリを、前記信号光手段の前記信号光ビームの光路
の光軸方向並びにメリジオナル及びサジタル平面にそれぞれ含まれる当該光路の光軸に垂
直な２つの方向に平行移動せしめるとともに、当該光路の光軸周り及び前記２つの方向の
周りに回転移動せしめる機構を備えたことを特徴とする。
【００１６】
本発明の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置においては、前記検出手段から
の位置決め用画像に対応する信号に応じて前記検出手段の位置を移動せしめる検出位置調
整手段を、さらに備えたことを特徴とする。
本発明の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置においては、前記検出位置調整
手段は、前記検出手段の受光面を、前記信号光手段の前記信号光ビームの光路の光軸方向
並びにメリジオナル及びサジタル平面にそれぞれ含まれる当該光路の光軸に垂直な２つの
方向に平行移動せしめるとともに、当該光路の光軸周り及び前記２つの方向の周りに回転
移動せしめる機構を備えたことを特徴とする。
【００１７】
本発明の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置においては、第１波長の収束球
面波からなる可干渉性参照光ビームを前記体積ホログラフィックメモリに入射する球面波
参照光手段を、さらに備えたことを特徴とする。
本発明の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置においては、前記球面波参照光
手段は、前記体積ホログラフィックメモリを中心に前記第１波長の収束球面波からなる可
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請求項１又は２に記載の体積ホログラフィックメモ
リであり、

本発明の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置は、フォトリフラクティブ材
料からなる体積ホログラフィックメモリを装着自在に支持する支持手段と、

第１波長の可干渉性参照光ビームを前記体積ホログラフィックメモリに入射する参照光
手段と、

画像データに応じて変調された第１波長の可干渉性信号光ビームを前記体積ホログラフ
ィックメモリに入射しその内部にて前記参照光ビームと交差せしめかつ前記参照光との３
次元的な光干渉パターンを生成する信号光手段と、

前記参照光ビームの照射による前記体積ホログラフィックメモリの光干渉パターンの屈
折率格子からの回折光を検出する検出手段と、を有する体積ホログラフィックメモリ光情
報記録再生装置であって、

前記体積ホログラフィックメモリは請求項３に記載の体積ホログラフィックメモリであ
り、

前記検出手段からの位置決め用画像に対応する信号に応じて、前記体積ホログラフィッ
クメモリを支持する前記支持手段の位置を移動せしめる媒体位置調整手段と、

前記定着領域へのみ第１波長の可干渉性参照光ビームを入射する位置決め用参照光手段
と、

前記位置決め用参照光ビームの照射による前記定着領域の光干渉パターンの屈折率格子
からの回折光を検出する位置決め用検出手段と、を備えていることを特徴とする。



干渉性参照光ビームを回転移動せしめる機構を備えたことを特徴とする。
【００１９】
本発明の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置においては、前記体積ホログラ
フィックメモリの感光性を増加せしめ前記光干渉パターンの存在又は非存在に応じて屈折
率格子を活性化又は非活性化する第２波長のゲート光ビームを前記体積ホログラフィック
メモリに入射するゲート光手段を備えたことを特徴とする。
【００２０】
本発明の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置においては、前記ゲート光手段
は、スーパールミネッセントダイオードを有することを特徴とする。
本発明の体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置においては、前記ゲート光手段
はゲート光ビームを前記信号光ビーム及び参照光ビームの交差する領域に限定して照射す
る手段を備えたことを特徴とする。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ説明する。
図２は本発明による体積ホログラフィックメモリを用いる光情報記録再生装置の一例を示
す。
記録時においては、レーザ１５から出射されたシグナルビームをビームスプリッタ１６で
直進する信号光ビームと上方へ偏向する参照光ビームの２つに分け、それぞれは信号光ビ
ーム光学系及び参照光ビーム光学系の光路に導かれる。
【００２２】
ビームスプリッタ１６を通過したシグナルビームは、シャッタ６ａ、光ビームエキスパン
ダ１４、空間光変調器１２及びフーリエ変換レンズ１３を通して体積ホログラフィックメ
モリ１０へ入射する。シグナルビームはコンントローラに制御される自動シャッタにより
光ビームの体積ホログラフィックメモリに照射する時間を制御され、ビームエキスパンダ
１４により所定径の平行光に拡大される。空間光変換器１２は、例えば縦４８０×横６４
０ピクセルの２次元平面のＬＣＤであり、エンコーダ２５から供給されるディジタル記録
データに応じて、ビームエキスパンダ１４からのビームを信号光に変換する。空間光変調
器１２により記録ページデータに応じて各画素毎の透過／非透過に例えば市松模様のよう
な２次元格子パターンにより空間変調された後、フーリエ変換レンズ１３によりフーリエ
変換され、体積ホログラフィックメモリ１０に集光され、体積ホログラフィックメモリ１
０内にフーリエ変換像として結像される。円柱体形状の体積ホログラフィックメモリ１０
は、レンズ１３によるフーリエ面が体積ホログラフィックメモリ１０の回転対称軸と平行
となるように配置する。フォトリフラクティブ結晶体の体積ホログラフィックメモリはそ
の光学結晶軸をその回転対称軸に平行に備えたＬｉＮｂＯ 3などの一軸結晶の円柱体であ
る。
【００２３】
一方、参照光ビーム光学系では参照光ビームがミラー１７及び１８により反射され、体積
ホログラフィックメモリ１０へ入射させ、媒体内部の位置でレンズ１３からの信号光ビー
ムと交差させて干渉せしめ３次元の干渉縞を作る。ここで、参照光と信号光がフーリエ面
上ではなく、フーリエ面の手前又は奥で干渉するようにミラー１８、レンズ１３などの光
学系を配置する。信号光ビーム及び参照光ビームは体積ホログラフィックメモリの回転対
称軸と垂直となる法線を有する平面内に配置されている。
【００２４】
体積ホログラフィックメモリ１０の側面下方側には、ゲート光を生成するスーパールミネ
ッセントダイオード３０が体積ホログラフィックメモリ１０の側面からゲート光を入射さ
せるように設けられている。ゲート光は参照光と信号光の波長とは異なる体積ホログラフ
ィックメモリ１０の感光性を増加せしめる第２の波長の光を含んでいる。ゲート光は体積
ホログラフィックメモリ１０中の光干渉パターンの存在又は非存在に応じて屈折率格子を
活性化又は非活性化する。よって、ゲート光は光干渉パターンによる屈折率格子の消去光
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としても機能する。ゲート光手段であるスーパールミネッセントダイオード３０はゲート
光ビームを体積ホログラフィックメモリ１０中の信号光及び参照光の交差する領域に限定
して照射するように配置され、コントローラ２０によりオンオフ制御されている。ゲート
光ビームも、図３に示すように、体積ホログラフィックメモリの回転対称軸と垂直となる
法線を有する平面内に配置されている。すなわち、円柱体積ホログラフィックメモリの回
転対称軸を含む平面若しくはこれに平行な平面内にて信号光ビーム及び参照光ビーム並び
にゲート光ビームをも交差させている。
【００２５】
このように、データを記録するときには信号光と参照光とゲート光とを同時に体積ホログ
ラフィックメモリ１０内の所定部位に照射し干渉パターンを屈折率が変化した屈折率格子
として記録する。ホログラムの形成時間はレーザ光源装置の自動シャッタで制御される。
体積ホログラフィックメモリ中にフーリエ面が存在する場合、フーリエ面では信号光の強
度が最大であるので、この高い光強度を有するフーリエ面上の信号光の０次光と参照光が
干渉し合うとフォトリフラクティブ効果が飽和し、記録画像の非線形歪みが生じやすくな
る傾向がある。参照光と信号光とをフーリエ面の手前もしくは奥で干渉させるようにシス
テムの光学系を配置し、慎重に非線形歪みの問題をさらに回避することもできる。
【００２６】
円柱体の体積ホログラフィックメモリ１０は、その光学結晶軸方向に所定ピッチで移動さ
せるとともに、該回転対称軸を中心として所定ピッチで回転させる手段、すなわち上下移
動及び回転移動機構上に配置される。上下移動及び回転移動機構は、駆動部１９と、駆動
部１９に連結され、回転テーブル１９ａを有する上下移動機構１９ｂとを備える。駆動部
１９は、コントローラ２０によりテーブル１９ａの回転及び上下移動を制御される。
【００２７】
体積ホログラフィックメモリ１０は、その結晶光学軸９が駆動部１９の回転軸と一致する
ようにテーブル１９ａ上に配置される。駆動部１９の回転により図２の矢印Ａの方向に体
積ホログラフィックメモリ１０を移動させ、同時に図２の矢印Ｂの方向に体積ホログラフ
ィックメモリ１０を回転させる。体積ホログラフィックメモリ１０の矢印Ａの方向の上下
移動により、参照光と信号光とにより作られる干渉縞の体積ホログラフィックメモリ１０
内の記録位置が矢印Ａの方向にシフトし、空間多重記録が実現される。また、テーブル１
９ａと共に体積ホログラフィックメモリ１０が矢印Ｂの方向に回転することにより、干渉
パターンの記録面が回転し、角度多重記録及び空間多重記録が実現される。
【００２８】
テーブル１９ａは、図４に示すように、上下移動機構１９ｂに固着されたベースとなるｘ
ｙｚステージ１９０上に順に積層載置されたα、β及びθステージからなる。α、β及び
θステージはそれらの位置をコントローラ２０により制御される媒体位置調整手段として
働く。図４に示すように、信号光ビームの光路の光軸方向をｚ方向として、光学系１３及
び２１のメリジオナル平面をｙｚ平面と、サジタル平面をｘｚ平面とすると、α、β及び
θステージはそれぞれ所定方向に並ぶ２点で支持され当該２点とは１直線上にない１点に
て例えばステップモータにより回転駆動されるネジによるレベル調整を行う機構などを備
えており、αステージは体積ホログラフィックメモリをｚ方向に伸長する軸周りにて回転
すなわち傾動させ、βステージは体積ホログラフィックメモリをｘ方向に伸長する軸周り
にて回転すなわち傾動させ、θステージは体積ホログラフィックメモリを図５に示すよう
に、ｙ方向に伸長する軸周りにて回転すなわち傾動させ、媒体の位置を調整する。ｘｙｚ
ステージ１９０は、図５に示すように、ｘｙｚ方向に独立して、平行移動するような例え
ばステップモータにより回転駆動されるラックピニオン機構を備えている。
【００２９】
このように、テーブル１９ａの媒体位置調整手段は、体積ホログラフィックメモリ１０を
、信号光ビームの光路の光軸のｚ方向並びにメリジオナル平面ｙｚ平面及びサジタル平面
ｘｚ平面にそれぞれ含まれる当該光路の光軸に垂直な２つのｘ及びｙ方向に平行移動せし
めるとともに、当該光路の光軸周り及び２つのｘ及びｙ方向の周りにそれぞれ回転移動せ
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しめる機構を備えている。コントローラ２０は、光検出手段のＣＣＤ２２からの位置決め
用画像に対応する信号に応じて、媒体位置調整手段をステップモータなどで駆動して体積
ホログラフィックメモリ１０を支持する支持手段のテーブル１９ａの位置を移動せしめ調
整している。
【００３０】
さらに、光検出手段のＣＣＤ２２においても、テーブル１９ａと同様の検出手段からの位
置決め用画像に対応する信号に応じて検出手段の位置を移動せしめる検出位置調整手段１
９２を、さらに備えてある。
検出位置調整手段１９２も、ＣＣＤ２２の受光面を、信号光ビームの光路の光軸のｚ方向
並びにメリジオナル平面ｙｚ平面及びサジタル平面ｘｚ平面にそれぞれ含まれる当該光路
の光軸に垂直な２つのｘ及びｙ方向に平行移動せしめるとともに、当該光路の光軸周り及
び２つのｘ及びｙ方向の周りにそれぞれ回転移動せしめる。コントローラ２０は、光検出
手段のＣＣＤ２２からの位置決め用画像に対応する信号に応じて、検出位置調整手段をス
テップモータなどで駆動してＣＣＤ２２の位置を移動せしめ調整している。検出位置調整
手段１９２は装置製造誤差が小さい場合は設ける必要はないが、備えることで記録再生精
度が向上する。
【００３１】
円柱体積ホログラフィックメモリ１０は位置決め用画像に応じて変調された信号光ビーム
と参照光ビームとの３次元的な光干渉パターンに対応する不揮発化した屈折率格子を有て
いる。位置決め用画像は光情報記録再生装置により円柱体積ホログラフィックメモリ１０
へ記録された後、熱又は強電界の印加により円柱体積ホログラフィックメモリ１０に予め
定着されている。
【００３２】
予め、熱定着や強電界の印加等による定着により不揮発化した位置決め用画像を予め１ペ
ージ以上記録することで、取り外し可能な体積ホログラフィックメモリを交換した際の情
報画像のＣＣＤへの結像に関するエラー信号をＣＣＤ及びコントローラにて生成すること
ができる。
例えば、空間多重の１チャネル内に１００００ページの多重記録をおこなうシステムでは
、位置情報及びページ情報を含んだ画像を１ページから５００ページ毎に周期的に露光し
て、屈折率格子を熱定着をおこなって不揮発化し、予め体積ホログラフィックメモリに記
録しておく。光情報記録再生装置にこの体積ホログラフィックメモリを装着したときに、
光情報記録再生装置は体積ホログラフィックメモリの一部の 1チャネルを走査して位置信
号を再生することで、予め決められた精度にＣＣＤ及び体積ホログラフィックメモリの位
置関係を調整することができる。
【００３３】
例えば、図６（ａ）のような画像を１単位として図６（ｂ）のように周期的に一様に配置
した位置決め用画像を用意して、予め、１スタック（空間多重記録最小単位）に複数ペー
ジ記録し、体積ホログラフィックメモリへ熱定着をおこなっておく。位置決め用画像は、
所定周期のページ毎に分散して配置される。
例えば、角度多重で１０００ページ、フラクタル多重で４倍、波長多重で２５倍とするこ
とで１スタックあたり１００００ページの多重記録をおこなえる。このとき角度多重の２
５０ページ目毎、７５０ページ目毎に既知の位置決め用画像パターン（図６）を記録して
おく。このときフラクタル多重や波長多重による同一角度時の別記録部にも同様のデータ
を記録しておく。これによりフラクタル多重及び波長多重の選択性を一時的に落とす（フ
ラクタル多重の場合は集光系の参照光を用い、波長多重の場合は発振波長幅を広げる）こ
とでそれらの記録済み画像の再生に関する頭出しが容易になる。
【００３４】
一方、再生時においては、上述のようにして記録された体積ホログラフィックメモリ１０
を記録時と同様に回転移動機構の上に配置し、コントローラ２０の制御によりシャッタ６
ａの閉塞並びにスーパールミネッセントダイオード３０のオフ制御を行いミラー１８から
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の参照光のみを入射させる。
体積ホログラフィックメモリ１０内に記録された干渉縞からの回折光が再生光として逆フ
ーリエ変換レンズ２１を通ってＣＣＤ２２へ入射し、再生像を結像する。ＣＣＤ２２は、
例えば空間光変換器１２と同様の縦４８０×横６４０ピクセルの２次元平面の受光面を有
し、受光された再生光を電気信号に変換し、デコーダ２６へ出力する。デコーダ２６は、
入力電気信号を所定のスライスレベルと比較し、２値のディジタルデータを出力する。
【００３５】
ここで、コントローラ２０の制御により位置調整が行われる。また、このとき２５０ペー
ジ目の画像でのみ位置決めをおこなってもよいが、７５０ページ目の画像をさらに用いて
、より高精度の位置決めを行ってもよい。
位置決め用の画素配列は図６（ｂ）や図７のように離散的に田の字に配列しても良く、ま
た、図８のように連続的な正方形などの線図柄を同軸状に配置してもよい。さらに、それ
らを組み合せ、図９のように斜め線と長方形との組み合せや、図１０のように斜め線と円
形との組み合せなどてもよい。ユーザのデータに対するクロストークという観点からする
と、なるべく離散的なデータにして画像全体の情報量を抑える方がより好ましい。
【００３６】
画像そのものの形状も、ＣＣＤや空間光変調器の形状に依存することなく図１０のように
正方形であったり、図１０のように円形であっても構わない。結像系の性能を最大限効率
よく発揮させるためには図１０のように円形であることが望ましい。また円柱状体積ホロ
グラフィックメモリのように、体積ホログラフィックメモリへの信号光の入射面に曲率が
ついている場合などは、その曲率が存在するｘｚ面への入射光のｘ方向の幅が最小となる
ように配置することが望ましい。具体的には、円柱状体積ホログラフィックメモリが図３
のように装着されている場合は、信号光を図７のような方向で入射させるのではなく、図
７の画像を９０度回転させ長辺がｙ方向と平行となるようにして入射させるとよい。
【００３７】
各画像で実際に位置決めのエラー信号を算出するための画像単位パターンの例を図１１に
示す。最も簡便な方法としては図１１（ａ）のように単一の画素のみを検出することで位
置ずれを判定するものである。この方式では、信号出力用の画素数が少ないため、光学系
の機械精度が低い。体積ホログラフィックメモリが正規の位置から大幅にずれる可能性が
ある場合では、検出信号そのものがノイズに埋もれて検出できないことがあるからである
。そこで図１１（ｂ）～図１１（ｉ）のように複数画素を１単位として、信号のレベルを
向上させることでより大きなノイズマージンを確保することができる。また、このとき水
平、垂直方向のずれ量をより検出しやすくするためにそれぞれのエラー量を算出するため
の基準画素を、水平、垂直のそれぞれに分解して配置すると、よりエラーの算出が容易と
なる。また図１１（ｇ）～図１１（ｉ）のように画素列を斜めに配列することでも、水平
、垂直のずれ情報を検出することも可能である。このように位置決め用画像の各々は、点
対称に配置された離散像又は連続像から構成されることが好ましい。
【００３８】
なお、本実施形態では、角度多重記録と空間多重記録とを同時に行う移動機構を示したが
、体積ホログラフィックメモリ１０の結晶光学軸方向（矢印Ａ）の上下移動又は回転運動
（矢印Ｂ）の一方のみを行う移動機構を使用して、一方のみの多重を行うこともできる。
また、上下移動及び回転移動機構の代りに、体積ホログラフィックメモリ１０の結晶光学
軸方向の移動と回転移動とが別々に制御されるような移動機構を採用することもできる。
例えば、回転方向については超音波モータなどにより回転させ、結晶光学軸方向の送り移
動は別の１軸の移動ステージにより制御する構成とすることも可能である。
【００３９】
このように、第１波長の信号光と参照光の照射と同時に、体積ホログラフィックメモリの
感光性を増加せしめる異なる第２波長の波長のゲート光を体積ホログラフィックメモリに
入射させて、信号光と参照光とゲート光によって照射される部位に干渉縞を記録する、い
わゆる 2colorのホログラフィックメモリシステムが達成される。
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【００４０】
信号光と参照光の光源に１波長のレーザを１つしか用いない従来のいわゆる１ colorのホ
ログラフィックメモリシステムにおける、干渉縞を記録した後のそれぞれの光路に存在す
る記録済みの情報を信号光と参照光で消去してしまう欠点を、この 2colorホログラフィッ
クメモリシステムでは解消できる。
以上説明した円柱などの回転体体積ホログラフィックメモリを用いた 2colorホログラフィ
ックメモリシステムにおいては、体積ホログラフィックメモリ内でゲート光、参照光及び
信号光の３つの光が交差した部分に信号が逐次記録される。例えば、図３に示すように、
テーブル１９ａによる円柱体体積ホログラフィックメモリ１０の回転軸まわりの回転によ
り、最外周の一周３６０度分記録（２点鎖線で示す）が終わった後に、参照光光路の光軸
方向（ｚ方向）に移動させて体積ホログラフィックメモリ１０を参照光とゲート光に対し
て相対的に走査して、例えば１ステップ内周側に記録位置が移動する。次に、最外周の場
合と同じく一周３６０度分記録する。この動作を繰り返すことにより回転体体積ホログラ
フィックメモリの１層内に同心円状に情報が空間的に記録される。このとき、体積ホログ
ラフィックメモリの回転と、参照光及びゲート光の走査を同期させ螺旋状に記録を行って
もよい。
【００４１】
さらに、他の実施形態として図１２に、例えば、フォトリフラクティブ結晶体の体積ホロ
グラフィックメモリはその光学結晶軸をその１平面に平行に備えた一軸結晶の直方体１０
として、上記実施形態同様、その直方体のｘｙｚ方向に独立に平行移動及び回動できる場
合を示す。直方体体積ホログラフィックメモリ１０の１層目には、まず体積ホログラフィ
ックメモリ１０が同一の高さで水平方向（ｘ方向）に移動するようにテーブル１９ａをコ
ントローラ２０にて制御する。次に同時に体積ホログラフィックメモリ１０を深さ方向（
ｚ方向）に移動させて参照光とゲート光を走査すると、１ステップ奥側に記録位置Ｐが移
動することで、前記と同様の記録がおこなえる。
【００４２】
またさらに、他の実施形態では、図１３に示すように、直方体体積ホログラフィックメモ
リ１０の側面に対して参照光の入射角を変化させるために、一対のガルバノミラーを使用
した角度多重記録システムにも、応用できる。一対のガルバノミラーはその一方を回動さ
せて体積ホログラフィックメモリ１０内の１点に向け参照光を入射させ、参照光の入射角
を変化させている。
【００４３】
このビームスプリッタ１６、ミラー１７及び１８並びにガルバノミラーからなるユーザの
使用する記録画像再生のための参照光ビーム光学系に加えて、図１３の実施形態では、ビ
ームスプリッタ１６ｂ、ミラー１７ｂ及び回動自在の凹面鏡１８ｂからなる位置決め用画
像再生のための球面波参照光手段を備えている。凹面鏡１８ｂは光源からの平面波から発
散球面波を生成する。リレーレンズ系１８０によって発散球面波は、収束球面波を生成す
る。凹面鏡１８ｂを回動させることにより、体積ホログラフィックメモリ１０内の１点に
向け収束球面波の参照光を入射集光させ、さらに参照光の入射角を変化させている。
【００４４】
位置決め用画像再生のため球面波の参照光を用いる理由は以下のとおりである。
リップマンホログラムなどで特定の波長の光を特定角度で選択的に反射するのは、多くの
層からの散乱光の干渉が原因であることが知られている。図１４のように体積ホログラフ
ィックメモリ中に干渉縞を屈折率格子として記録した面は、屈折率差の複数の層があり、
波長λの入射光を散乱する。多数の等間隔ｄの層に記録された干渉縞によって散乱された
光のうち、層の面によって鏡面反射される方向の光はすべて位相が等しいので強め合う。
さらに、次の面からの散乱波を考えると、図１４中のＡＢとＡＤが等位相面となり、Ｂか
らＣを経てＤに至る光路長が波長の整数倍だと強め合うので、ブラッグの条件を満たすと
き間隔をｄとして
【００４５】

10

20

30

40

50

(11) JP 3674903 B2 2005.7.27



【数１】
２ｄ・ｓｉｎθ＝ｍλ　（ｍは整数，θは各層への入射角を示す）
という関係を満たす波長の光が強く反射される。この複数の層からの散乱光の干渉がある
ため、帯域の広い波長の光で再生しても記録に用いた波長の光だけしか特定角度で反射し
ない。また、共役像も生じない。
【００４６】
ここで、可干渉の球面波参照光には広い範囲の入射角度の波が含まれるので、位置決め用
画像記録時の入射角度の参照光に一致する角度で反射する光によって、位置決め用画像が
特定方向に結像できる。よって、球面波の集光型参照光を用いることにより、凹面鏡１８
ｂの反射点及び体積ホログラフィックメモリ１０内の収束点を特定できれば位置決め用画
像の結像位置が容易にわかる。
【００４７】
球面波参照光手段は、凹面鏡１８ｂのステップモータなどの回動機構及びリレーレンズ系
１８０によって体積ホログラフィックメモリ１０内の収束点を中心に収束球面波の参照光
ビームを回転移動せしめる機構を備えている。この収束球面波参照光の回転移動機構を用
いれば、或る１方向の球面波参照光だけでなく、複数の方向の球面波参照光によって、複
数の位置決め用画像が再生できる。これにより、より精度の高い体積ホログラフィックメ
モリ１０の位置制御が可能となる。
【００４８】
図１５のフローチャートに示すステップを順次実行して、コントローラ２０が体積ホログ
ラフィックメモリ１０の位置制御をまず行い、そして、再生時には記録した時と同じ方法
で平面波参照光のみを体積ホログラフィックメモリに当てれば、再生信号が得られる。コ
ントローラ２０による位置調整は、ステップＳ１にて、記録媒体である体積ホログラフィ
ックメモリを光記録生成装置のテーブル１９ａに取り付けられたことを検知する。ステッ
プＳ２にて、波長可変レーザなどの光源１５の発振スペクトル線幅を広域化する。ステッ
プＳ３にて、シャッタ６ａ及び６ｂを閉じてシャッタ６ｃのみを開き光源１５からの平面
波を凹面鏡１８ｂへ導き球面波の集光型参照光に切り替える。ステップＳ４にて、ステッ
プモータを駆動して凹面鏡１８ｂを回動せしめ 100～ 400ページ相当の入射角度で集光型参
照光を走査して体積ホログラフィックメモリへ入射する。ステップＳ５にて、記録済みの
位置決め用画像の存在又は非存在を判別する。記録済みの位置決め用画像がない場合、ス
テップＳ６にて、参照光入射角度を +100ページ分増加させ集光型参照光を走査して体積ホ
ログラフィックメモリへ入射する。記録済みの位置決め用画像がある場合、ステップＳ７
にて、取り込んだ位置決め用画像から位置エラー信号を生成する。ステップＳ８にて、カ
ウンタの初期値１を設定する。ステップＳ９にて、ｘｙｚステージ１９０をｘｙｚ方向に
独立して、平行移動して微調整する。ステップＳ１０にて、位置エラー信号が最小か否か
を判別する。位置エラー信号が最小でない場合、ステップＳ９を繰り返す。位置エラー信
号が最小である場合、ステップＳ１１にて、θステージをｙ方向に伸長する軸周りにて回
転させ微調整する。ステップＳ１２にて、位置エラー信号が最小か否かを判別する。位置
エラー信号が最小でない場合、ステップＳ１１を繰り返す。位置エラー信号が最小である
場合、ステップＳ１３にて、αステージをｚ方向に伸長する軸周りにて回転させ微調整す
る。ステップＳ１４にて、位置エラー信号が最小か否かを判別する。位置エラー信号が最
小でない場合、ステップＳ１３を繰り返す。位置エラー信号が最小である場合、ステップ
Ｓ１５にて、βステージをｘ方向に伸長する軸周りにて回転させ微調整する。ステップＳ
１６にて、位置エラー信号が最小か否かを判別する。位置エラー信号が最小でない場合、
ステップＳ１５を繰り返す。位置エラー信号が最小である場合、ステップＳ１７にて、カ
ウンタ値を１づつ減分する。ステップＳ１８にて、カウンタ値がゼロ未満であるか否かを
判別する。ゼロ未満でない場合、ステップＳ９から繰り返す。ゼロ未満である場合、ステ
ップＳ１９にて、位置決め用画像を検出する位置調整を終了する。
【００４９】
そして直方体体積ホログラフィックメモリ１０の位置調整により基準位置が決まるので、
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シャッタ６ａ及び６ｃを閉じてシャッタ６ｂのみを開き光源１５からの平面波をミラー１
８へ導き平面波の参照光に切り替え、再生を開始する。なお、この例では直方体体積ホロ
グラフィックメモリ１０を用いているが、円柱などの回転体体積ホログラフィックメモリ
を用いかかる光情報記録再生装置にて再生することもできる。
【００５０】
さらに、他の実施例としては、体積ホログラフィックメモリの再生中の軸回転の実時間サ
ーボが可能なシステムがある。
例えば、このリアルタイムサーボが可能なシステムでは、図１６に示すように、円柱など
の回転体体積ホログラフィックメモリ１０において、その一方の端部に位置決め用画像が
集中して配置されかつ所定周期のページ毎に配置された所定の位置決め用定着領域１０１
を設け、残る部分にユーザが使用する画像データを記録再生するユーザ領域１０２を設け
ることができる。
【００５１】
リアルタイムサーボが可能な光情報記録再生装置は、もっぱら画像データを記録再生する
ユーザ領域１０２の画像記録再生用に用いられる上記の実施例と同様の参照光手段、信号
光手段及びゲート光手段に加えて、図１７に示すような、体積ホログラフィックメモリ１
０の定着領域１０１へのみ第１波長の可干渉性参照光ビーム４９を入射する位置決め用参
照光手段と参照光ビーム４９の照射による定着領域の光干渉パターンの屈折率格子からの
回折光を検出するフーリエ逆変換レンズレンズ５０及びＣＣＤ５１を含む位置決め用検出
手段とを備えている。参照光ビーム４９は図示しないが上記実施例同様に共通の光源から
ビームスプリッタ及びミラーによって導かれる。図１８に示すように、位置決め用参照光
手段及び位置決め用検出手段は、ＳＬＭ１２及びフーリエ変換レンズ１３の信号光光学系
とフーリエ逆変換レンズレンズ２１及びＣＣＤ２２の検出光学系とを通過する信号光の光
路の光軸のユーザ領域１０２の画像記録再生用レベルとは異なる位置決め画像再生用レベ
ルに参照光ビーム４９光路の光軸が存在するように、配置される。
【００５２】
このように、熱又は強電界の印加により定着され不揮発化した屈折率格子として位置決め
用画像が所定の定着領域１０１に集中して配置されかつ該定着領域において所定周期のペ
ージ毎に配置された体積ホログラフィックメモリを用いるとともに、位置決め画像再生用
の参照光手段及び光検出手段を、通常の画像データを記録再生する手段とは別に、独立に
設けてあるので、上記実施例とは異なり、体積ホログラフィックメモリの位置調整がリア
ルタイムでサーボが可能となる。
【００５３】
以上説明した位置決め画像を用いた体積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置は、
いずれにしてもプリマークを位置決め画像として所定間隔又は配置で多数プリフォーマッ
トしておき、再生画像の基準画像中心からのずれを検出して位置決めエラー信号とする方
式であるので、つぎの効果がある。
位置決めエラー信号を検出するための位置決め画像を記録定着したサーボ領域と、データ
を読み書きするデータ領域とが時間的空間的に完全に分離されているため、データ信号と
位置決めエラー信号との干渉がない。したがって、アドレス領域を含むインデックス領域
とデータ領域、及びデータの記録の前、中、後でまったく位置決めエラー信号が変化しな
いので、非常に安定である。ただし、サーボ領域を多数設けるので、データ容量が減少す
る。
【００５４】
プリマークが画像中心に対して完全に対象にプリフォーマットされていれば、光軸ずれに
も強くなるので、光学系の精度も大幅に緩和でき、また、体積ホログラフィックメモリ傾
きにも強くなるので、体積ホログラフィックメモリの互換性もよくなる。
本発明では、位置決めエラー信号はサーボ領域から得るので、データ領域の体積ホログラ
フィックメモリ欠陥はエラー信号に影響しない。しかし、体積ホログラフィックメモリ欠
陥などのためにつぶれたりしていると、その影響を強く受ける。
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【００５５】
このため、体積ホログラフィックメモリ製作工程の精度を上げて欠陥を減らすことが望ま
しいが、もし欠陥が生じたときは、それを位置決めエラー信号として取込まない工夫が必
要である。
位置決めエラー信号はサーボ領域の位置決め画像における画像単位ビットがサンプル点と
いう決まった場所にあることがわかっていて、異常が検知しやすいので、プリマークが正
常なときの検出信号の再生パターンと実際の再生信号波形のパターンを比較すれば画像単
位ビットの欠陥が検出できる。この欠陥が検出されたときは、その前のサーボ領域内のサ
ンプル点における位置決めエラー信号を使えば画像単位ビット欠陥の影響は除去できる。
【００５６】
さらに、画像単位ビットの第１プリマークの位置を例えば所定間隔ページごとにずれて配
置すれば、体積ホログラフィックメモリに対し光ビームが高速に平行移動又は回転すると
きでも、位置情報を検出できる。この光ビームの移動時は、第１プリマークのサンプル・
ホールドのタイミングを常に固定したままにしておき、サンプル・ホールドのタイミング
が同期している画像群をビームが通過するときと、第１プリマーク位置がずれているとき
とでは、サンプルホールド回路の出力に差を生じるので、位置情報が検出できる。
【００５７】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、体積ホログラフィックメモリ内において位置決め用画像
に応じて変調された可干渉性信号光ビームと可干渉性参照光ビームとの３次元的な光干渉
パターンに対応する不揮発化した屈折率格子を有するので、高密度で干渉パターンを記録
可能でかつ互換性ある体積ホログラフィックメモリが得られる。また、光情報記録再生装
置における正確な体積ホログラフィックメモリの位置制御が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来の体積ホログラフィックメモリシステムの構成を示す線図。
【図２】　本発明による体積ホログラフィックメモリシステムの構成を示す側面図。
【図３】　本発明による円柱体積ホログラフィックメモリを装着した体積ホログラフィッ
クメモリ光情報記録再生装置における要部を示す斜視図。
【図４】　本発明による実施例の体積ホログラフィックメモリシステムの要部を示す側面
図。
【図５】　本発明による実施例の体積ホログラフィックメモリ用テーブルの要部を示す平
面図。
【図６】　本発明による実施例の体積ホログラフィックメモリに記録される位置決め用画
像を示す正面図。
【図７】　本発明による他の実施例の体積ホログラフィックメモリに記録される位置決め
用画像を示す正面図。
【図８】　本発明による他の実施例の体積ホログラフィックメモリに記録される位置決め
用画像を示す正面図。
【図９】　本発明による他の実施例の体積ホログラフィックメモリに記録される位置決め
用画像を示す正面図。
【図１０】　本発明による他の実施例の体積ホログラフィックメモリに記録される位置決
め用画像を示す正面図。
【図１１】　本発明による他の実施例の体積ホログラフィックメモリに記録される位置決
め用画像を示す正面図。
【図１２】　本発明による他の実施例の直方体体積ホログラフィックメモリを装着した体
積ホログラフィックメモリ光情報記録再生装置における要部を示す斜視図。
【図１３】　本発明による他の実施例の体積ホログラフィックメモリシステムを示す構成
図。
【図１４】　本発明による他の実施例の体積ホログラフィックメモリを示す側面図。
【図１５】　本発明による他の実施例のコントローラが体積ホログラフィックメモリの位
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置制御を行うステップを示すフローチャート。
【図１６】　本発明による他の実施例の円柱体積ホログラフィックメモリを示す斜視図。
【図１７】　本発明による他の実施例の体積ホログラフィックメモリシステムの要部を示
す側面図。
【図１８】　本発明による他の実施例の体積ホログラフィックメモリ用テーブルの要部を
示す平面図。
【符合の説明】
１，１０　体積ホログラフィックメモリ
１３，２１　フーリエ変換レンズ
１４　ビームエキスパンダ
１５　レーザ
１６　ビームスプリッタ
１７　ミラー
１８，１８ａ　反射可動ミラー
１９　駆動部
１９ａ　位置制御用テーブル
２０　コントローラ
２２　ＣＣＤ
２５　エンコーダ
２６　デコーダ
３０　スーパールミネッセントダイオード
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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